
四街道市の新しい未来を考えよう！

＜ 問 合 せ 先 ＞  四街道市役所 都市部 都市計画課 
TEL 043-421-6141　FAX 043-424-8921

市ホームページ https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/torikumi/koso/toshikeikaku/toshikeikaku/index.html

四街道市では、「四街道市都市計画マスタープラン」の検討を進めています。 

策定にあたり、広く市民の皆さんからご意見を伺うため、

次の内容についてパネル展示を行っています。 

都市計画マスタープラン
全体構想（骨子案） パネル展示 

都市計画マスタープラン
全体構想（骨子案） パネル展示 

四街道市四街道市

展示内容

将来都市構造

都市整備
の方針
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まちづくりの
将来像
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とは？



都市計画マスタープランについて都市計画マスタープランについて

都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランの位置づけ

　四街道市都市計画マスタープラン（以下、都市計画マスタープランという。）は、将来のまちのあるべ
き姿及びまちづくりの方針等、おおむね20年後のまちの将来像を示すものです。

　都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に位置づけられた「市町村が定める都市計画に
関する基本的な方針」です。
　都市計画マスタープランは、議会の議決を経て定められる新たな四街道市総合計画（策定中）及び千
葉県が策定する「四街道都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスター
プラン）」に即すとともに、本市関連計画との整合を図り定めます。

　 実現すべき都市の将来像を明確にする
　市民の合意に基づく都市計画を進めるため、様々な地域特性を踏まえ市民の意見を活かしながら、将来
のまちの姿やまちづくりの方針を明確にします。

　 市民と行政の協働を積極的に推進する
　都市計画マスタープランは、今後展開していく様々な都市計画の基礎となります。
　したがって、土地利用や道路、上下水道、公園等の都市施設に関する都市計画が決定・変更されるときの
指針となります。

　 まちづくりを進めるための指針となる
　都市計画マスタープランで示す将来像に基づき、土地利用や都市施設等に係る各種都市計画の整合性
を図るための指針となります。

　 都市計画の決定･変更の指針となる
　市民と行政の協働を積極的に推進するため、可能な限り情報を提供するとともに、市民のまちづくり活動
を支援します。

千葉県 四街道市

千葉県総合計画

千葉県
都市計画区域マスタープラン
四街道都市計画都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針

個別具体の都市計画（県決定）

市街化区域・市街化調整区域の指定
大規模な道路・公園の指定

即す

即す

即す

新たな四街道市総合計画（策定中）

四街道市
都市計画マスタープラン

土地利用や道路、公園をはじめとする
都市施設等、まちづくりの基本的な方針

個別具体の都市計画（市決定）

土地利用（用途地域、準防火地域 等）
都市施設（道路・公園・下水道 等）

市街地開発（土地区画整理事業 等）
その他（地区計画 等）

即す

即す



都市計画マスタープランの策定について都市計画マスタープランの策定について

計画の構成内容
　本計画は、大きく「全体構想」、「地域別構想」、「『都市計画マスタープラン』の実現に向けて」の３つ
で構成しています。

計画の目標年次
　都市計画は計画本来の継続性や他の施策との相互調整・一体性を勘案しながら進める必要がある
ことから、目標年次は、次のとおり設定します。

なお、当計画については、市総合計画に合わせ５年ごとに点検、必要に応じて見直しを行います。

都市計画マスタープランの構成

目標年次　2045（令和27）年

まちづくりの概況（地域資源、人口、産業、土地利用、道路・交通、自然環境、災害など）
上位関連計画と広域的役割
都市計画を取り巻く社会情勢
まちづくりの課題

めざすべき都市像
都市整備の方針（土地利用、市街地整備、道路交通整備、公園緑地整備、その他都市施設整備、
景観形成、防災・減災、自然環境保全）

地域の設定
各地域における将来像及び都市整備の方針

（四街道地域、四街道北地域、四街道西地域、千代田地域、旭地域）

実現に向けた基本的な考え方
市民と行政の協働による実現化の方針

「都市計画マスタープラン」の実現に向けた重点事業

第1章　四街道市の概況と課題第1章　四街道市の概況と課題

第2章　全体構想第2章　全体構想

第3 章　地域別構想第3 章　地域別構想

第4章　「都市計画マスタープラン」の実現に向けて第4章　「都市計画マスタープラン」の実現に向けて



四街道市の現状四街道市の現状

人口動向
2020（令和2）年時点で人口は約9.4万人おり、継続的に増加しています。
全国的な少子高齢化の傾向と同じように、将来人口は2035（令和17）年には減少に転じる見込み
です。

土地利用
四街道駅・物井駅周辺を中心に住宅用地や
商業用地が多く集まっており、コンパクトな
市街地が形成されています。
市街地周辺には田地・畑地・森林等のみどり
が広がっています。

土地利用現況図

都市計画
市全域が都市計画区域であり、約35％が市
街化区域に、残りの約65％が市街化調整区
域に指定されています。
用途地域は、住居系が約90％、商業系が約
3％、工業系が約6％です。

用途地域図

人口の推移 将来的な人口の見直し

用途地域
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第二種低層住居専用地域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
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まちづくりの将来像まちづくりの将来像

五つの目標

　本市は、みどりを継承した都市環境において、ひとびとのニーズに応じた産業基盤や都市基盤、自然
環境を整え、交通網の充実を図ったことにより、ひとびとの健康的な活動と、情報の交流が連動し、地
域文化の育まれた魅力あるまちへと成長しました。
　新たな都市計画マスタープランにおいても、上位計画である本市の総合計画に即し、これからのまち
づくりの将来像を、五つの目標として設定します。

目 標1目 標1
コンパクト・プラス・

ネットワーク
コンパクト・プラス・

ネットワーク

四街道駅を中心に商業、行政、医療、福祉、防災
等の日常生活を支える都市施設を集積して

コンパクトな都市とし、拠点間及び周辺
地域とのネットワークの形成を

めざします。

各地域の特性を活かした企業立地を促進する
ことにより、新たな雇用を創出し、地域経

済の活性化につながる活力にあふれ
る都市をめざします。

市民・企業・行政の多様な主体が協働し、各々
が役割を最大限に果たすことにより、地

域愛を育む都市をめざします。

貴重な地域資源である里山のみどりの保全・
活用により、住環境と共生する持続可能

な都市をめざします。

日常生活の快適性や安全性を向上させ、道路
や施設等の整備により誰もが安心して生

活できる都市をめざします。

働きたい・働き続けたい
産業の振興

働きたい・働き続けたい
産業の振興

安全安心で快適な
公共空間の形成

安全安心で快適な
公共空間の形成

官民連携、市民協働による
まちづくり

官民連携、市民協働による
まちづくり

目 標5目 標5
自然を活かした
都市環境の維持
自然を活かした
都市環境の維持

目 標 4目 標 4

目 標 3目 標 3

目 標 2目 標 2


